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令和 6 年度（2024 年）事業計画 
２０２4 年４月１日  

社会福祉法人松柏会 

  児童養護施設 松柏学園  

１ 運 営 

  設置主体  社会福祉法人 

  種  別  児童養護施設  

  施 設 名  松 柏 学 園 

  所 在 地  吹田市江坂町４丁目２０番１号 

        ＴＥＬ ０６－６３６８－６０１０ 

  定  員  ３５名  

  現 在 員    ２７名 

  職員定数  ２７名 

  職員現員数 ２７名 

  吹田市短期保護事業（ショ－トステイ、トワイライトステイ）３名 

  豊中市短期保護事業（ショ－トステイ）２名 

  池田市短期保護事業（ショ－トステイ）３名 

 

２ 理 念   

「温・良・恭・倹・譲」をモットーに、そのひとの人生を聴き、そのひとの心身の状態をよ

く知り、そのひとを理解し、ひとりひとりの心身の健康保持と社会化を促進する。 

 

３ 令和 6年度（2024年度） 法人事業計画  

社会福祉を利用する方々は子供でも高齢者でも何らかの不安を抱えているということを、私

たちは忘れてはいけません。 

 

ひとは誰でも、自分のそばに誰かの心があることを感じて、自分を認識しています。 

生まれてから一生、誰かと関りながら、発達のステップを踏んでいます。 

 

ケアを提供するのに重要なことは、目の前のひとがどう時間を過ごせば不安ではなく自分の

居場所を感じて、快を実感してもらえるか、そしてそのひとの成長や発見につながるか、を

常に意識することです。 

 

目の前の「ひと」を理解しようとすることが大切な一歩です。 

人間の発達を真に理解する為には、理論をベースとした客観的な感覚を持ったうえで、ひと

りひとりとしっかり向き合って体験的に理解していく必要があります。 

相手をひととして客観的に見て、自分も人として関わって、そのひとが環境に合わせて発達・

サバイバルしやすいようにお手伝いをするのが私たちの仕事です。 

 

現在の弊法人には 

児童養護の子ども達の精神的な課題、エバーグリーンの介護保険改正等による影響の可能性、

りとるぐりーんの親子のAttachement 形成の課題、各事業所の進む方向と行政の望みとの

ギャップ、 

などの課題が見受けられるけれでも、 

それらはケア対象者それぞれの「ひと」としての思いとは別の課題であると改めて職員が客

観的にケアにあたるためには、 

ケア対象者は「ひと」であること 

ひとりひとりと別の「ひと」であることを常に意識し 

「ひと」として「ひと」と関わること 

 

✓ 目の前の「ひと」の心に向かって、「ひと」として相手を理解したいと思う自分の心を届
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けようとして話すこと 

✓ より多角的な視点を以って目の前の「ひと」の言動の変化に気づくようにすること、そ

のために様々な専門の多職種の職員と話すこと 

✓ 目の前の「ひと」の変化について、自分は、他の職員は、また家族などそのひとに関わ

る人がどうすれば、その「ひと」が安心して「快」を感じ成長・発達のステップを踏め

るか、想像し、考え、他職員とシェアし、実行すること 

 

を目標とします。 

 

４ 令和 6年度（2024年度） 松柏学園事業計画 

① 中長期計画 

15 ヵ年計画の第 1期(2015 年～2019 年)が終了し、社会的養護における児童数割合の数

値目標「里親 1/3，ファミリーホーム 1/3，施設 1/3」はなくなり、原則的には里親への委

託を行っていくとなった。そして施設は里親委託が妥当ではない子どもが一時的に入所する

場であるとの位置づけとなった。また「1 ホーム 8 名以下とし、定員を 45 名以下とする」

という到達目標もなくなり、本園施設においては「ケアニーズの高い（情緒・行動面での問

題が深刻な）」子どもについて「4 つの 4 名ユニットとし、全体で 16 名定員とする」よう

示された。そのような本園における高度に専門的な治療的ケアと併せて、施設で行う「でき

る限り良好な家庭的養育」の基本形については地域小規模児童養護施設や分園型グループケ

アとされ、より地域分散化していくよう示された。 

この度大阪府より、この国の示す方針に沿い、2015 年 3月に策定した家庭的養護推進計

画についての見直しを、2018（平成 30）年 7月 6 日付け子発 0706第 3 号（国通知「乳

児院・児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化の進め方」）

を参考に新たな計画を策定する。②里親、ファミリーホームへの支援と推進、専門里親やフ

ァミリーホームの実現を計る一方、個人で立ち上げているファミリーホーム組織との交流を

図り、児童養護施設のこれまで蓄積してきた技術や経験を提供する形で啓発活動を図る。 

社会福祉法人松柏会では法人の理念・倫理綱領の考えのもと運営しており、松柏学園の中

長期計画と位置付けている「第三次社会的養育推進計画」においても上記の思考を取り入れ

ている。令和６年度に分園型小規模グループケア（小学生女子定員４～６名）の新規開設を

榎坂病院所有敷地内にある家族寮において予定しており、児童が、安心して生活し職員との

愛着関係を育み、大切にされているという実感が持てるような家庭的なグループケアの運営

を目指す。そのためには令和４年度～6年度の 3か年で職員が高度な専門性や知識が身に付

けられるように計画的な人材育成の強化及び環境の整備を図る。 

「第三次社会的養育推進計画」とは「小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機

能転換」を基に令和１１年度までの整備計画を包含している。 

 

令和 5年（2023 年度）定員：35 名 

 

 

 

 

 

高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けた計画 

計画の概要図 

令和 6 年度（2024 年度） 予定定員：35 名 

 

 

 

 

 

 

本園（定員 35 名本体 29 名） 

一時保護含む 
分園型小規
模 GC 

６名(七彩) 

本園（定員 23 名） 

一時保護含む 

分園チーム 12 名 

分園型 GC 
6 名(七彩) 

分園型 GC 
6 名(いち

ご) 

新分園チーム 18 名 

分園型 GC 
6 名(男子) 

 
分園型 GC 
6 名(男子) 

分園型 GC 
6 名(幼児) 
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② 短期目標・計画 

各年法人（松柏会）の事業計画に基づき、松柏学園の事業計画を作成・実行しており、令

和 6 年度は上記に定められている理念、事業計画等を基に各パートより事業計画別添を作成

することとし、令和 5 年度の取組みを活かして明確な事業計画・行事計画を目的・目標を設

定することで達成できるように示していく。  

 

③ 支援方針について 

当園では、児童一人ひとりの意思や個性を尊重し、児童が安心・安全な環境の中で日常生活

を過ごし、心身ともに健全な成長を遂げ家庭復帰や社会的自立に向けての意欲や生活力を育

むことができるように自立支援計画に基づき、児童相談所、学校、医療機関等との連携を図

りながら、質の高い支援を目指す。 

 

④ 安全委員会について 

令和５年度より非暴力を目指して安全委員会を発足する。安全委員会においては職員、児

童共に暴力へのハードルが下がっており被措置虐待へと繋がることも考えられるために誰で

あっても暴力の禁止と暴力に至るまでの課程を見直し職員は正しい対応、児童は正しい気持

ちの表し方を話し合う委員会とする。令和６年度の取組みとしては非暴力、BCP、インシデ

ントを取り扱うこととする。 

 

⑤年間研修計画について       

法人、施設の理念が共有化され、職員が同じ価値観のもとで働くことで子どもの権利を守

り、最善の利益を保障していくことになる。それを担う人材の確保・育成・定着は、非常に

重要な課題であるため、各職員の経験年数や能力を基に育成プランを組むことで高度な専門

性が備わり職員の成功体験へとなり、モチベーションの維持、向上へと繋がる。 

研修の目的としては主に児童の成育歴・支援歴等のアセスメントから 

・大人との愛着形成の問題・社会性の偏りや経験不足による不全・欲求獲得の失敗や自立獲

得経験の失敗・特性への不適切対応による二次障がい状況・トラウマ体験や見捨てられた体

験による傷つきや不安   

・虐待による様々な症状を持つ児童、発達による情緒・行動上の問題を抱える児童等、それ

ぞれの特性に応じた適切な支援を継続して提供できるように、職員の専門性を高める研修を

計画的・多角的に取り入れる。 

〇新任職員は段階的に専門性を身に着けられるように、計画的に勉強会・研修会を開催す

る。 

新任職員には主に【北摂新任研修・権利ノート研修・人権研修・アタッチメント研修（CRC

連続研修）・性教育研修・トラウマインフォームドケア・被措置虐待防止】等の研修を受講し

専門性の向上を図る。 

〇中核を担う中堅職員の育成強化を図るため、職級（リーダー）の求める姿としての意識

を持たせ、更なる力の発揮を目指して現任研修を実施する。 

研修内容としては【児童施設課程「基礎コースⅡ」・児童施設課程「応用コース」・スーパ

ーバイザー研修・福祉職員研修（ＯＪＴリーダー養成）】等の研修を受講し専門性の向上を図

る。 

〇管理職（総主任・主任級）には、管理監督者向けにマネジメント力や経営感覚を身に付

けるための研修を実施する。【リスクマネジメント研修（主任・リーダー職員対象以上）・ス

ーパービジョン実践者養成ゼミナール・基幹的職員研修】等の研修をうけ専門性の向上を図

る。 

＊令和５年度より松柏学園で研修委員会を立ち上げている。 

職員の階級や経験年数等を勘案しながら研修内容を検討し専門性の向上に努める。研修内容

については当園の課題に対応した研修等を体系的に実施する。 

 

⑥施設職員に求められる専門性について 

・児童が抱える困難な状況の見極めと落ち着いた対応ができる。 
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・安心感の保障、安定した日常生活を保障する支援ができる。 

・大人との信頼関係の再構築と継続的安全基地としての保障。 

 （寄り添い伴走、根気強い丁寧な関わり、見放されない経験） 

・親、家族への思いとライフストーリーワークの整理ができる。 

・失敗経験や試行錯誤ができる支援関係を築くことができる。 

・児童間の協力関係と達成感、自信の育成を引き出せる。 

 

⑦人材育成  

人材確保・人材育成は運営会議において議論し、見直しや進捗状況の確認を行う。各研修

会等への参加や、人材育成の充実強化に向けて、ＯＪＴ推進体制（スキルマップ修正版）の

評価・見直しを行う。 

2023 年度より取り入れているスーパービジョンとコンサルテーションを継続することで

児童の見立てや見通し・課題に合わせて研修とケース会議を並行して行う。 

小中高生はパートではなく学童（小～高一括）での体制となるため担当児童の学齢に合わせ

て会議に参加する。会議の目的としては見立ての共有、一貫した対応につながる機会とする。 

新任・中堅職員には、働く中でスキルアップしているという実感を持つことできキャリアア

ップし、仕事に対するやりがいや倫理観を高めていけるよう研修や人事考課を引き続き実施

していく。 

令和 5年度より取り入れている職員の満足度調査を令和６年度も継続して実施していく。 

子どもが自らの居場所を持つことや自分に向き合ってくれる大人がしっかり存在することが、

子どものケア体制として不可欠であり、このことを踏まえながら、内外の小規模化・ユニッ

ト化を進め、子どもたちの処遇の向上を目指す。 

職員の専門性を養う意識を引き出し、自己啓発の機運を高め、自学を促せるように、職員の

資格取得を支援、サポートする。 

 

５ 目 標 

児童福祉法第４１条により、保護者のいない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環

境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）虐待されている児童、

その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する

相談その他の自立のための援助を行うことを目的とし、子どもの権利ノ－トの内容を踏まえ

て、よりよい処遇に留意し運営していく。 

松柏学園では中長期計画として家庭的養護促進計画に沿って小規模化やユニット化の検討を

行い、一人一人の職員に養育のあり方についての理解や力量の向上を求めたい。そのために

職員間の連携を含め、意見が出やすい雰囲気の元に議論を重ねチームとしての体制作りの再

構築に努める。 

 

６ 部屋編成 

高校生男子 １名  

 

 

 

 

担当保育士・指導員１４名（非常勤）5名 

高校生男子 1 名 

高校生男子 1 名 

高校生男子 ２名 

中学生男子 ２名 

中学生男子 ２名 

中学生男子 ２名 

小学生男子 ４名 

小学生男子 ４名 

幼児 5 名 

小中高女子 ６名 担当保育士等 5名 
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中高生女子 ６名 担当保育士等 5名 

 

７ 職員構成 

園 長   （１名） 園の業務を掌握し、施設運営の全責任を負い、全般の統括管理を行う。 

総主任  （１名） 基幹的職員。現場の責任者でありスーパーバイザーとしての 役割りを

担う。 

主任保育士（1名） 園長の指示により、保育士、指導員を指導し、全体の調整を行う。 

小規模Ｇリーダー（２名） 小規模Ｇの責任者であり指導、統率を行う。 

保育士・指導員 （１７名） 各部屋を担当し、園全体の行事等を推進する。 

心理士   （１名） 児童の心理治療及び観察を行う。 

看護師  （１名） 看護師業務全般を行う。 

里親支援専門員   （１名）里親業務全般を行う。 

自立支援担当職員  （１名）自立支援業務全般を行う。 

家庭支援専門相談員（2名）家庭支援専門業務全般を行う。 

個別対応職員    （１名）個別対応業務全般を行う。 

保育士・指導員（非常勤） （2名）指導員・保育士等の補助業務を行う。 

事務員   （１名） 園長の指示により事務を行う。 

栄養士   （１名） 献立、調理を通じて児童の健康保持に努める。 

調理員   （４名） 調理等を行う。（業務委託） 

嘱託医（非常勤） （１名）医療業務を通じて児童の健康保持に努める。 

 

８ 児童福祉施設を取り巻く環境 

時代の推移とともに児童養護施設を含め社会福祉の改革や法の改正が行われている。それら

の改革や法の改正の趣旨・目的を理解することから、子ども及び保護者に適切な援助の実践

を行うことができるものと考える。 

① 社会福祉基礎構造の必要性については、以下のような考えが示されている。 

ア 社会福祉についても、今日の制度は戦後間もない時期において戦災被災者・引揚者など

急増する中で、生活困窮者対策を中心として出発し、その後の経済成長とともに発展を遂げ

てきた。現在の社会福祉制度は、こうした生活困窮者を緊急に保護・救済する為に旧社会福

祉事業法を中心に、行政主導で措置の対象者及びその内容を判断し、保護・救済を行う仕組

み（措置制度）として制度化された。 

イ 社会福祉に対する国民の意識も大きく変化している。少子・高齢化、家庭機能の変化、

障害者の自立と社会参加の進展に伴い、社会福祉制度についても、かつてのような限られた

者の保護・救済にとどまらず、国民全体を対象として、その生活の安定を支える役割を果た

していくことが期待されている。 

ウ こうした期待に応えていくためには、社会・経済の構造変化に素早く対応し、必要な福

祉サービスを的確に提供できる、社会福祉の新たな枠組みを構築する必要がある。 

 

② 加算事業等の動向に関して 

近年の児童虐待等児童をめぐる環境が一段と厳しさを増していることから児童入所施設措置

費の加算事業等が逐一拡充されている。 

ア  平成１６年度は、家庭支援専門相談員、被虐待児個別対応職員の対象施設の拡大や小規

模グループケア担当職員、被虐待児受入加算費の創設等。 

イ 平成１７年度は、小規模グループケア担当職員の対象施設の拡大。 

ウ 平成１８年度は、心理療法担当職員（常勤）の配置の充実、家族療法事業の対象施設の

拡充、大学進学等自立生活支度費の創設。 

エ 平成１９年度は、家庭支援専門相談員の拡充、母子生活支援施設の職員配置の充実、個

別対応職員の充実。 

オ 平成２０年度は、児童養護施設に看護士を配置しケア体制の充実。 

カ 平成２１年度は、被虐待児個別対応職員を乳児院にも配置するとともに基幹的職員（ス

ーパーバイザー）加算が創設された。また、中学生への塾費、クラブ活動費や幼稚園の園費
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についても加算されることとなった。                                 

キ 平成２２年度は、小学生の学力向上のための加算がなされた。 

ク 平成２４年度は、家庭支援専門相談員、個別対応職員、心理療法担当職員の配置が義務

化されるとともに、定員４５人以下の施設に児童指導員又は保育士を１人以上加配すること

が明確化された。また、里親支援専門相談員の加算が創設された。 

ケ ２８年度より家庭支援専門相談員を 2 名配置できるようになり家庭復帰にむけての体制

が充実される。 

コ ３１年度より早期の家庭復帰や里親委託等に向けた専門的な支援を行い高機能化及び多

機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けた職員の人材育成を行っていることを条件

として小規模かつ地域分散化加算として小規模施設専任職員を 1 名配置できるようになっ

た。 

サ 児童養護施設等において、施設等退所前の進学・就職等の自立支援及び退所後のアフタ

ーケアを担う職員を配置し、入所児童等の退所前後の自立に向けた支援を強化するため、自

立支援担当職員加算が創設された。 

シ 小規模かつ地域分散化加算として小規模施設専任職員を３名配置できるようになった。 

ス 自立生活支援事業（施設機能強化推進費実施要綱 第３特別事業） 

施設が所有又は賃貸契約している物件で措置（委託）解除前の概ね１年以内に１人暮らし又

は少人数での共同生活体験できるようになった。 

 

このように児童養護施設等の状況に応じて順次加算されてはいるが、児童福祉施設最低基

準は一部改正されるのみである。保護単価も年度により増減があり不安定、職員定数も毎年

４月１日の入所児童数により増減されるものであり、各施設ともに厳しい状況が続いている。   

この状況を考慮して今後とも児童のより一層の処遇及び資質の向上を目指して、予算の有

効活用、職員の資質の向上及びチーワークの強化を図っていかなくてはならない。 

さらに２１年４月施行の児童福祉法改正事項の中に里親制度の改正及び施設内虐待の防止

が取り上げられている。里親の開拓及び活用にも力を注ぐと共に施設内虐待の絶無を図るた

め児童へのきめ細かな監督・指導及び職員間の連携に努めていく。 

             

９ 苦情解決の仕組みの義務化 

社会福祉法の施行に伴い児童福祉施設最低基準の一部が平成１２年に改正され、児童養護

施設で生活する子どもの利益を保護し、権利を養護するために、苦情解決の仕組みをつくる

ことが義務化された。                

これは、施設の援助に対する苦情を密室化せず、一定のルールに沿った方法で解決を進める

ことにより円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図ることを目的として

いる。 

① 児童養護施設段階での苦情解決の仕組み 

ア 苦情解決体制としては、責任主体を明確にするために施設長、理事などを「苦情解決責

任者」とし、職員の中から任命した「苦情受付担当者」が、苦情の受付、記録・確認、苦情

解決責任者及び役職員以外の第三者委員の「苦情調整委員」への報告を行うことになってい

る。 

イ 第三者委員の「苦情調整委員」の職務は、○苦情受付担当者からの報告聴取、○苦情申

し出人への通知、○利用者からの苦情の直接受付、○苦情申し出人への助言、○事業者への

助言、○苦情申し出人と苦情解決責任者への立会い・助言、○苦情解決責任者からの改善状

況等の報告聴取、○日常的な状況把握と意見聴取である。 

 

② 苦情解決の手順  

利用者への周知、（2）苦情の受付、（3）苦情の受付の報告・確認、（4）苦情解決に向けて

の話し合い、苦情解決の記録・報告、（5）解決結果の公表からなる。  

 

③ 「運営適正化委員会」大阪府社会福祉協議会に設置 

ア 子ども等と施設の双方で話し合っても解決できないケースについては大阪府社会福祉協
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議会に設置された苦情解決の専門機関である運営適正化委員会に相談し、苦情を申し出るこ

とができるようになった。 

 また、事情があって、直接に施設の責任者や担当職員に言いにくい場合は、直接委員会に

申し出でることができるようになった。 

《苦情の申し出が出来る人》 

〇 子ども本人、本人の苦情を代弁する家族及び代理人。 

〇 子どもが施設入所している等子どもと別居しているため、現在は子どもを監護していな

い親権者。 

〇 子どもに親権者がいない等により未成年後見人に選任された者。 

 

イ 運営適正化委員会は、社会福祉、法律、医療等学識経験者５人以上で構成し、最低年間

に 2 回の会議を開き、〇苦情の受付、〇解決方法の検討、〇事情調査、〇解決方法の決定、

〇斡旋、〇結果の確認、〇苦情の件数、処理結果の公表を行う。  

 

④ 苦情解決の担当者を次のとおりとする。 

苦情受付担当者 園長、総主任 

苦情解決責任者 理事長 

第三者委員（苦情調整） 越智直哉、汐田貴代志、由上順二     

 

⑤子どもから職員へ直接苦情があった場合の報告・対応の流れ 

〇意見箱以外に直接処遇職員へ苦情などの訴えがあった場合は以下の（1）～（5）の順番で

報告・説明を行う。 

（1）聞きとった職員が訴えのあった児童の担当職員へ報告→（2）リーダー・主任指導員へ

報告→（3）苦情受付担当者である園長・総主任へ報告→（4）苦情解決責任者である理事長

が第三者委員への報告の要否を判断→（5）書面もしくは口頭で苦情解決に向けての説明を

行う。 

 

⑥保護者から職員へ直接苦情があった場合の報告・説明の流れ 

〇意見箱や電話などで直接処遇職員へ苦情などの訴えがあった場合は以下の①～④の順番で

報告・説明を行う。 

（1）聞きとった職員が主任指導員へ報告→（2）苦情受付担当者である園長・総主任に報告

→（3）苦情解決責任者である園長が第三者委員への報告の要否を判断→④保護者へは電話

もしくは直接苦情解決に向けての説明を行う。 

⑦公表方法について 

子どもまたは保護者から寄せられた苦情に関してはホームページもしくは広報誌において苦

情内容を公表する。 

 

⑧児童からの相談・意見表明の流れ 

相談・意見解決の体制として、職員が児童から直接相談を受けた時、自治会を通しての意

見表明があった時、意見箱を通しての意見表明があった時には職員が独断で判断せず園長及

び管理職へ報告、相談すること。＊全ての相談・意見表明が対象ではない。 

児童への返答は相談内容、意見内容により自治会や個別での返答とするが、その際は個人情

報・プライバシーへ配慮すること。また、すぐに返答できない場合や返答に時間がかかる場

合には児童へその旨を伝えること。 

 

⑨相談・意見解決の流れ 

〇直接処遇職員へ児童から相談・意見などがあった場合は以下の（1）～（4）の順番で報告・

説明を行う。 

聞きとった職員が児童の担当職員へ報告→（2）リーダー・主任指導員へ報告→（3）園長・

管理職へ報告→（4）園長の判断で児童へ説明の内容を決め直接処遇職員及び管理職から説

明を行う。 
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１０ 実践の留意点 

児童養護施設の目的は、児童の養護を行い、自立を支援することである。複雑多様化してい

る養護ニーズに対応するには、入所から退所に至るそれぞれの過程で今まで以上にキメの細

かい援助と配慮が必要であるので以下を留意した実践を行う。 

①説明と同意 

入所に際しては、「パンフレット」及び「生活のしおり」等を活用し、丁寧に説明をして不安

を取り除く。施設に入所する前の子どもや親は、親子分離の不安や未知の新しい環境への不

安、圧迫感精神的な負い目をもつ等複雑な心理状態にある。このような子どもや親に対して

施設の生活の説明を十分に行い、施設養護の理解を促し納得の上での施設入所が出来るよう

に努力する。具体的な説明事項は、次の通りとする。・・・手続きの重視―説明と同意 

（1） 施設はどのようなところか     （2） 学校・地域社会はどうか 

（3） 援助の方針、子ども・職員について （4） 日課と主な行事について 

（5） 面会・帰宅・電話・手紙等について （6） 小遣い及びその他のしつけについて 

 

② 受け入れ時の配慮と心得 

受け入れに際しては、事前に児童相談所と打ち合わせをし、できる限り一時保護所で面接を

実施し、詳細に入所児についての情報を仕入れる努力をする。 

受け入れ時の配慮と心得は、次の通りとする。 

（1）靴箱、タンス、机などに名前を書き、個別化を図るようにする。 

（2）子どもの存在感、安心感（歓迎されていることを知らせる）を育てる意味で入所と同時

に名前で呼ぶようにする。 

（3）児童相談所が作成した「援助計画」に基づいて、子どもに施設への入所理由を分りやす

く説明するようにする。 

（4）児童相談所より権利ノートを受け取り説明を受けたかの確認をする。 

（5）子どもに、施設は子どもの心の支え、子どもの最善の利益を考え子どもの思いや意見

を尊重することを伝え、どんな些細なことでも職員に相談できる環境にしておく。 

（6）施設と家庭の違い、施設では養育者の保育士・指導員の情報を共有するなど、集団生活

の特徴について知らせる。 

（7）施設生活のルールを、「生活のしおり」をもとに伝える。 

（8）同室児童（事前にしらせること）に紹介しておき、行動が共にできる配慮をする。 

（9）子どもの物品、衣類等の私物は担当職員とよく相談し、施設の条件が許す範囲で持ち

込めるようにする。 

（10）子どもがお金を持っている場合は保護者に返すようにする。預かる場合は、「施設の

預り金管理規定」に基づき、保護者から「預り金同意」をとり、金品管理の説明を徹

底する。 

（11）子どもの健康状況を確認し問題のない場合、保護者から「プライバシ－ポリシ－、予

防接種、私物（玩具や愛用品）についての同意書」に署名を得る。 

 

③ 入所当初の配慮 

子どもが新しい環境で過度の緊張状態であったり、自己表現ができなかったり、感情を抑

圧している場合が多いので、特別な観察及び関わりをもち、適応できるように十分な時間を

かけた援助を行う。 

 

④ 入所中の配慮 

（1） 職員や子ども間の人間関係の調整を図りながら、子どもそれぞれのもつニーズの充

足につとめ個別的援助が行えるように努力する。 

（2） 保護者と子の関係の継続・改善・回復を図るため必要に応じて保護者や家族と連絡

をとり、面会や帰宅の希望を尊重し親子関係の調整に努め、早期に家庭復帰が実現でき

るように援助する。 

（３） 問題行動など特別な指導や配慮の必要な子どもには、心理療法を実施するなど、児

童相談所や医療との連携を行い通所指導等や通院などの治療的援助を行う。 
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（4） 日常ケアでは、管理的になりがちであるので子どもの気持ち、感情、好み、考えを

十分聞き入れるため全体会議・自治会・反省会の活動を援助し、子どもの積極的な意見を

できるだけ取り入れるよう努力する。 

（5） 子どもが主体的に進路選択をできるように、必要な情報、知識、能力、態度を育て

て子どもが希望する進路の確保が実現できるように援助する。 

（6） 子どもの権利擁護の視点に立った援助を心掛ける。 

・プライバシーの保護を尊重する。 

・子どもをしつける際に、どのような場合でも体罰、放任、無視等虐待と思われるようなこ

とは行わない。また、人格を辱めるような言葉や暴言も絶対にしないこと。 

 

⑤  退所前の配慮 

社会に適応できる能力を高める為の生活知識・生活技術が習得できるような援助に努力

する。 

⑥ 退所後の配慮 

一定期間、必要に応じて家庭復帰をした場合は子どもの様子、親子の生活の状況を見守

る。自立した場合は職場への連絡や訪問等の援助をする。 

 

⑦ アフターケア、施設退所後の継続支援 

（1）2017 年度より自立に向けてリービングケアを取り入れたことで入所期間中に金銭の

管理や各種手続きを自ら行うことでアフターケアへと繋がるようにしている。 

（2）退所児童に合わせた連絡手段の一つとして2019年度よりスマートフォン（法人所有）

を使用した SNS での連絡体制を取り入れたことで今まで連絡がとれなかった退所児

童とも繋がるようになった。 

（3）202１度より自立支援相談員を配置し、退所児童の把握、管理行う体制を整備してい

く。 

（4）2022 度より施設機能強化推進費（自立支援事業）により自立のための一人暮らし又

は少人数での共同生活を体験する。男子用１カ所目  

（５）2023年度より施設機能強化推進費（自立支援事業）の女子児童用としてとして契約。 

女子用 2 カ所目  

 

１１ 児童養護の考え方 

① 運営指針（ケアにおける運営の基本的な方針） 

（1） ひとりひとりの人格を尊重し、「いこい」「やすらぎ」の中で安全な生活がおくれるよ

うな環境作りを目指す。 

（2） 子ども中心の運営を考え、管理主義的な対応は避ける。 

（3） 家庭の継続性を大切にし、家庭に近い日常生活の確保を心掛ける。 

（4） 子ども自身の自立を目指し、子どもの情緒の安定と意欲や自主性を尊重する。 

（5） 地域の一員として溶け込むようにする。 

② 支援方針 

（1） 子どもたちが仲良く明るく伸び伸びと、安心感をもって生活できる環境づくり。 

（2） 子どもと大人が心をひらき、話し、聞きあえる信頼関係を育て、その関係を大切にす

る。 

（3） 子どもたちが将来、家庭及び社会の一員として楽しく有意義な生活ができると共に

社会に役立つ人間に成長できるよう支援する。 

 

③ 自立支援計画 

   機能として ➪ 施設は家庭の代替・補完・支援 ✛ 教育・治療  

＝ 心理士と連絡・連携 

                  ⇧ 

  衣食住の保障・環境整備・日常の営みの管理・援助・指導 

・ 管理とは、子どもの健康と安全保護を目的とする。 
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・ 援助とは、子どもが希望することの実現にむけて援助すること。 

・ 指導とは、子どもが社会人になるために必要な知識・能力・態度を育てる。 

 

④  日常の営みの管理・援助・指導の留意点 

【管 理】 「安全・安定・安心」の保障と管理（規則正しい生活のリズム） 

児童の最善の利益を最優先し、的確に子どものニーズを把握して子どもの生活を分析評価し、

より良い生活をおくっているかどうかの点検をしながら日常のケアを行う。 

【援 助】 

（1） 生活主体としての子どもの生活創造への援助。 

適切な情報による子どもの知る権利の確保をする。（小さい時からの判断能力⇒選択

力⇒自己決定力の育成を心掛けて援助） 

（2）  親子関係の尊重・調整 

  親をパートナーとして位置づける。（親が養育の第１次的責任者） 

  保護者から希望や意見を聞き、家庭とのつながりが絶えることの無い配慮の中で養育の

一貫性及び継続性を保つようにする。 

（3） 人間関係の調整（集団と個人・集団生活・個人生活） 

  権利に伴う義務と責任があることを説明し理解させる。 

・自分の権利について正しく理解することは、他の子どもの権利を尊重する事につながる。

他の子どもへのいじわるなど迷惑をかける行為は慎むように理解させる。 

・施設での集団生活が円滑に、そして安全に運営できるようきまり等があることを知り、守

ることの必要性を理解させる。 

【指 導】 

（1） 自立生活への援助（社会適応能力・生活技術の習得） 

（2） 学習・主体性のある進路選択への指導 

子どもの思いや意見を尊重する。（子どもの将来左右される、あるいは影響が及ぶ

ことについて、子ども自身が自分の意思を表明し決定に参加できるよう考慮する） 

◎ 自身の姿を見つめる機会 

各種アンケートの実施、反省会・自治会・お茶会、全体会議等で発言する

機会を設定 

        ◎ 自分の能力や適正を考える。（自分を知るアンケート） 

        ◎ 父母兄弟の意見を聞く（夏季・冬季帰宅は事前に話し合いをもっておく） 

◎ 職員・学校の先生・ボランティア・先輩と相談してアドバイスをもらう。 

◎ 積極的に進路の情報を集める。 

 

（3） 決まりや仕事の分担及び遊び 

プライバシーの保護をする。（手紙や電話など個人の秘密の保持） 

プライバシーの尊重は個人の尊厳を大切にするという視点で考える。                  

《 無断外出・万引き等の解決のための私物の検査について 》  

 

⑤ 児童虐待防止 

親権者の懲戒権に係る既定の削除（令和４年 12月 16 日施行） 

児童福祉施設長は、監護・教育における児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発

達の程度に配慮し、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動

をしてはならない。 

 監護・教育とは子どもを放任するのではなく、監督し保護するとともに社会生活に参加で

きるよう 

教育することである。また、その児童の福祉のため必要な措置をとることを求められてい

ることからもプライバシーのある程度の制限は認められると考える。ただし、その場合は、

複数の職員によって子どもの最善の利益になるとの確認が必要である。 

子どもをしつける場合、どのような場合でも体罰は行わないこと。また、人格的辱めを加

えるような言葉を使ってはいけない。 

進路選択の 

学習の機会 
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⑥ 退所後の連絡  

 自立支援担当職員を中心に退所児童の生活状況に応じて、アフタ－ケアに努める。 

 

⑦ 自立支援計画の展開                          

（1） 児童個人の理解・児童個人のニーズの把握   

          ⇩              

  個別的な諸問題の解決 

子どもの特徴の把握（個別化して考える） 

❉ 社会規範が身についていない 

 

❉ 達成感・成功感の経験に乏しい 

（労働意欲・学習意欲が乏しい） 

❉ 自己中心性が強い 

（人に合わせる、人の気持ちを理解するのが不得手） 

❉ 劣等感が強い・自信がない 

❉ 規則正しい生活が未確立 

❉ 計画性に乏しい 

（計画的な金銭管理、無駄な買い物）等 

 

（2） 児童個人が家族・親族・友人などとの人間関係を形成する能力を高める                         

家族・親族に対する援助   （ 家族調整 ）   

（3） 児童個人やその関係者の問題解決能力を高める援助 

         ⇩   

関係機関との連絡・連携・調整、       

地域社会の理解と協力の促進        

・豊津西中学校  ・各児童相談所  ・府子ども室 

・江坂大池小学校 ・吹田市役所(子育て支援室)・吹田西消防署 

・江坂大池こども園 ・吹田市社協 ・吹田警察署 ・府社協 ・江坂大池連合自治会  

・関連高等学校 

・豊中市役所（子ども総合相談室）・関連民生委員協議会 等 

 

１2  自立支援とは 

①  「児童養護施設等における生活指導等について（最低基準第４４条第１項）」に示され

ているとおり、児童養護施設の生活指導は、児童の自主性を尊重し、基本的生活習慣を

確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援することを目的と

して行わなければならない。 

【自立支援】 ⇒ 「自らの力で社会を豊かに生きていける人を育てること」 

 

［経済的自立］ 

                    就労態度・・・定職に就き生活費の確保ができる 

          労働態度・・・作業能力、作業態度、職場の人間関係、 

就労の意識 

          社 会 人・・・納税ができる 

［社会的自立］  ［生活の自立］ 

          身辺処理、日常生活の維持・保持、人間関係の調整 

          日常生活管理能力（衣・食、健康、金銭） 

          人間関係形成能力（信頼関係、人格発達、社会関係、言語） 

 

         ［精神的自立］ 

          自己決定と自己選択が自分で行え、その結果について責任が取れる。 

          精神的文化的能力 

《 児童の現状 》 

★ 問題の複雑化・多様化 

★ 問題行動の質的変化 

具体的に把握 

改  善 

《 保護者対応の困難性 》 

☆ 養育不安・自信のなさ 

☆ 親子の境界が曖昧 

☆ 過保護・過干渉・過期待 

 

《地域社会での現状 》 

★ 近所からの孤立 

★ 家庭機能の低下 



12 

 

（余暇活動、社会的関係、社会規範、将来の生活設計） 

社会化された人間に育てる。     

           日々繰り返される業務 

           子どもの生活への援助（衣・食・住の生活、行儀やしつけ） 

《職員の姿勢》    子どもの精神的な支えになる援助 

（余暇活動、社会的関係、社会規範、将来の生活設計） 

    ＊長時間かかる業務 

      家族と子どもが抱える課題への援助 

 

１3 具体的実践 

 ① 子どもの年齢と発達段階に応じ、生活の各場面で自主性と自ら判断し決定する力を養

う。 

 ② 「自立支援チェックシート」を活用して実施していく。 

【調理・洗濯・掃除等の家事の理解】 

《食環境》 

 ＊食べ物の適温食を知り、配膳の工夫や電子レンジの有効活用を理解する。 

 ＊発達年齢に応じた食事マナーが習得できるように指導する。 

 ＊行事食の配慮をして、伝承文化を伝える。 

 ＊食事を作る、食する楽しさが体験できる機会を設ける。 

★  サービスの用意と提供 

＊嗜好調査、残食調査、検食を実施し、結果を献立に反映させる。 

＊調理室、食堂は常に清潔に保つ。 

＊十分なカロリーと栄養のバランスの良い献立を作成し、子どもの意見も取り入れる。 

＊子どもの体調や疾病、アレルギーに配慮した食事を用意する。 

＊食事時間の不規則な子ども（高校生・部活参加者）が不自由しない食事の配慮をする。

（電子レンジ、冷蔵庫等の活用） 

＊年齢により適量が食べられるように、個別の配慮やお代わりの準備をする。 

 

《 衣 環 境 》 

・発達段階に応じて、衣類の着脱、整理整頓が出来るように指導する。 

・中高生に対し、洗濯、アイロンかけ、補修等及び自己管理ができるように指導する。（自

立支援プログラム） 

・中高生に対し、年間を通して計画を立てて、買い物が出来るように指導する。 

・低学年児は衣類に個人の名前を記入して、「自分の服」と言う所有感や大切にする心情を

育てる。 

③ 家族への支援について 

（1）家庭環境の調整（最低基準第４４条第２項）による早期家庭復帰の促進。 

・子どもと家族の歴史を尊重することから家族との関係づくりを行う。 

・施設入所児童の早期家庭復帰等を図るため、施設入所前から退所まで、更には退所後の

アフタ－ケアに至る総合的な家族調整を担う。 

・家族との関係調整については、定例的かつ必要に応じて児童相談所と家族の状況や入所

後の経過について情報を共有し、適切な支援に向けた協議を行う。 

・コロナ感染防止を十分に行い子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、帰宅の

促進（保護者住所録、面会、外出時の様子・帰宅届簿の確認）などを積極的に行う。 

・面会、外出、一時帰宅などを計画的に設定し、保護者との関係性が好転し、保護者の養

育意欲が向上するよう支える。 

・帰宅や面会前後などの様子や保護者の言動に注意をはらい、不適切な状況に素早く気づ

けるよう努める。 

 

（２）家族に対する支援 

・親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組む。 
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・保護者と子どもとの愛着関係が築けるよう関係調整に向けたアプローチを行う。（施設、

学校の行事や情報を随時早く知らせる・児童の生活状況・通院状況の報告） 

・課題の内容によっては適切な機関につなげられるよう、医療機関・福祉施設の開拓を行

い連携を図る。 

・家族の不安や抱えた心理的課題を受け止め、寄り添い、解決に向けた具体的な示唆がで

きるよう専門性を高める。 

・面会時に親子関係再構築のために、保護者に適切な助言ができるよう専門性を高める。 

 ・家族や親戚等と連絡したくない、家族との交流を希望しない場合等子どもの気持ちを尊

重する。 

 ・関係機関と自立支援計画の方針の確認を怠らないようにする。 

 

（3）家庭支援専門相談員 

   施設入所児童の早期家庭復帰等を図るため、施設入所前から退所まで、更には退所後

のアフタ－ケアに至る総合的な家族調整を担う。 

 業務内容は次のとおり。 

・保護者等への早期家庭復帰のための業務 

・退所後の児童に対する継続した生活相談など 

・里親委託促進のための業務 

・養育里親における養子縁組推進のための業務 

・地域の子育て家庭に対する育児不安解消のための相談・支援等 

・要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会への参画 

・施設職員への助言・指導及び処遇会議への出席 

・児童相談所等関係機関との連絡・調整 

・その他業務遂行に必要なこと                                                             

 

１4 幼、小、中、高各学校との連携 

(1) 江坂大池小学校とは、各学期の連絡会、家庭訪問、参観、児童養護施設説明会、各委員

会を通じて連携していく。  

(2)  豊津西中学校とは、各学期の連絡会、家庭訪問、参観、進学懇談を通じて連携していく。 

(3) 各高校とは、個人連絡通信、参観及び三者懇談等を通じて連携していく。  

 

１5 児童相談所及び保護者との連携 

(1) 大阪府中央、吹田、箕面、東大阪、貝塚、富田林子ども家庭センタ－及び大阪市、堺市

子ども相談センターとは、定期訪問調査、就学前児童等判定、自立支援計画票等を通じて連

絡を密にして児童の自立又は家庭復帰に向けて、指導を受け入れる。 

(2) 吹田市・豊中市・池田市とは、在宅児童の福祉のため、連携して短期保護事業を推進し

ていく。  

(3) 保護者とは、面会、外出、外泊を定期化し、常に保護者の状況を把握し、家庭復帰に向

けて援助していくとともに、児童の健全育成のため連絡を密にしていく。特に虐待家庭の場

合は、児童相談所と十分に連携をとって保護者のセラピ－も含めて慎重に対応していく。 

 

１6 ボランティア及び地域団体との連携 

(1) 令和 5 年度より大阪医療福祉専門学校の学生を受け入れ作業療法、理学療法、視能訓

練の視点から個人の特性を専門職間で共有している。令和 6 年度も引き続き生活支援や個人

の学習、行事等へも参加し、児童が施設生活を通じて成長していけるよう援助していく。  

(2) 江坂大池地区の各種団体等とは、盆踊り、地区文化祭、体育祭等各種行事を通じて、地

域との交流及び連携強化に努める。 

 

１7 各種行事を通じて、児童の健全育成に努める 

   年間行事予定は別紙のとおり。 
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１8 小遣い等について 

毎月の小遣いは、幼児５００円、小学生低学年１，０００円、小学生高学年１，５００円、 

中学１年生４，０００円、中学２年生４，５００円、中学３年生５，０００円 

高校生以上６，５００円を支給する。 

＊高校生以上で自立に向けたトレーニングを必要とする児童に対して毎月の小遣いを上限と

して月 1 回精算をすることで金銭感覚を養い自己管理することを身に付けさせるものとす

る。 

・毎月の小遣い入金時に全児童へ預金及び小遣いの残高を個別に知らせて、児童の金銭感覚

を身に付けさせるものとする。 

・小遣い帳の記帳をとおし計画的に、適正使用ができるように指導する。 

・郵便局に各児童の貯金の口座を開き、中３以上は金融機関の利用の訓練をする。また、預

金額を知らせ金銭感覚を養う。 

・高校生にはアルバイトを奨励し、労働体験やお金の価値を学ばせる。 

・アルバイト収入、保護者からの預かり金（小遣い等）がある場合は、小遣い帳記入の上、

職員が預かる。高額の場合は、貯金する。 

・貯金通帳の管理を行う。（通帳、印鑑は別々に保管、管理する。） 

・令和 6 年度より金銭感覚を養うための取組みを各パートで見直すこととする。 

 

 

19 衣類購入について（自立支援プログラム） 

目 的：年間を通じて季節に合った衣類が購入できるように、各人毎に被服費を支給し、児

童の年齢や特性に合わせて各担当職員が児童に同伴し、できるだけ児童の選択する衣服を購

入する。個別化をはかる。経済観念を身につける。社会性を養う。生活技術の習得。 

予 算： 年間・衣 類 費 

幼 児  ￥５,000 ＋ ￥７,000   

小学生  ￥９,000 ＋ ￥13,000 (但し、小 6 女子は、＋下着代￥1,000) 

中高男子  ￥12,000 ＋ ￥18,000   

中高女子  ￥13,000 ＋ ￥19,000   

靴購入・・・年 2 回（2足）までとする。（寄付含む）1足 4,500 円まで 

 

（1） 自治会の場を利用して、衣類の購入時期、予算を伝える。 

（2） 児童に購入の目的、方法について説明を行う。 

（3） 購入前に不足している物を予めパート職員、担当職員が確認してから購入すること。  

（4） 衣類は、身体・季節に合った物が身につけられるように配慮する。 

（5） 各自の衣類の収納場所を確保する。 

（6） 低年齢児は職員と一緒に買い物に行く機会がなければ、職員が購入に行く前後に衣  

類に関して話しをしたり、衣類合わせをしたりする時間を個別に持つこと。購入時  

には、必ずレシートを受け取る。 

（7） 衣類費の精算は個別グループごとの担当職員が、子どもの購入した衣類、レシート、    

おつりを確認した上で、まとめて精算する。 

買い物の際はエコバッグを使用すること。 

 

２0 お年玉について 予算 

幼児１，０００円、小学生２，０００円、中学生３，０００円、高校生４，０００円 

を支給する。 

 

21 オープンキャンパス、説明会の交通費について 

中学生及び高校生のオープンキャンパス、説明会の交通費については 

（1） 中学生 1回分の交通費学園支給 往復 2000 円まで 

（2） 高校生 1回分の交通費学園支給 往復 2000 円まで 

尚、学園での昼食時間に帰園できない場合、昼食代として 500円支給することとする 
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（複数回参加する場合は担当職員より児童の様子や必要性を管理者へ伝え園長が判断する） 

 

22 模試受験について 

（1） 中学生 模試代 学園負担あり交通費（学園から一番近い会場のみ交通費支給） 

（2） 高校生 模試代 交通費 学園負担なし（複数回参加する場合は担当職員より児童

の様子や模擬試験の必要性を管理者へ伝え園長が判断する） 

 

2３ 行事について 

（1） 学習支援ボランティア及び学生アルバイト等を活用し児童の勉学意欲及び学力の向 

上を図る。 

（2） 定例行事（キャンプ等）に関しては、自治会での意見を反映した行事計画を企画し    

実施する。 

（3） 個々の子どもの特性を把握し、趣味や興味に見合った行事を心掛ける。 

（4） プログラムに追われるのではなく、無理なくゆとりのあるプログラムにする。 

（5） 日常生活の中で行事や活動の動機づけを行う。 

（6） プログラムへの参加は、一人ひとりの選択を尊重する。 

【可能な限り子どもの意見の尊重・反映及び多様な選択肢の提供・自己決定】 

 

2４ 住環境について  

（1） 居住空間の美化を教え、整理整頓や掃除を習慣づける。 

（2） 居室変えの時には、子どもの意見も取り入れる。 

（3） 居室の模様替えは、子どもに任せ（低年齢児は担当職員が主となり）快適な居住空 

間づくりを心掛けさせる。 

＊施設内の危険な場所や危険器具等の管理、点検を行う。 

＊私物や貴重品が収納できる家具類（机、タンス等）を設置する。 

＊掃除道具の点検、不足分の購入を定期的に実施する。 

＊自転車の点検、整備、管理をする。 

＊家具類や備品の破損は迅速に修繕する。 

＊本棚は種類別に整理整頓し、子どもたちが自由に閲覧できるようにする。 

 

2５ 安全、衛生管理について 

（1） 安全に関して 

① 夜間の管理宿直者については、エバーグリーン職員を毎日１名勤務させている。また、

学園内においては直接処遇職員の内、本体に学園夜勤者及び同補佐各１名と分園型小規模グ

ループケアに 1名を配置し、非常時に即応できる態勢としている。 

② 非常時訓練を特別養護老人ホ－ムと合同で、又は学園独自で毎月実施している。また、

児童に対する安全教育及び職員に対する安全に関する研修等適宜状況に応じて実施していく。 

 

（2） 衛生管理について 

① 外出より帰園時は 1階玄関で手指消毒を行う。 

② 外出より帰園時のうがい、手洗いの徹底に心がけていく。 

③ 児童及び職員（夜勤、同補佐夜勤者）の春と秋の健康診断を実施していく。 

④ 医療機関と連携し、毎年２回の健康診断と年１回のインフルエンザ予防接種を実施する。 

⑤ 児童が今までに受けた予防接種の確認と今後予定している予防接種を表にすることで、

打ち忘れを防止し感染症予防対策としたい。 

⑥ 自身の睡眠時間、食事量、排泄状況等を自覚させ、自己の健康管理ができるように指導

する。 

⑦ 耳掃除や爪きり、洗顔、歯磨き、整髪、髭剃り等ができ、身体の清潔が保てるように指

導する。   

⑧ 毎日入浴又はシャワーができ清潔感を育てる。また、何かで汚れた場合はシャワーで清

潔にすることを習慣づける。 
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⑨ 病院受診後の投薬管理を徹底する。（職員２名以上による管理・確認を行う。） 

⑩ 子どもの持病には、特別の注意をする。（アレルギー・熱性けいれん・脳波異常等） 

⑪ 伝染性疾患の予防と集団感染の防止に努める。 

⑫ 居室等生活空間の保温・採光・換気等の管理を行う。 

⑬ 居室及び食堂、風呂場、トイレ等の清潔や消毒、ゴミ処理を適切に行う。 

⑭ 令和 3年度より 6 階旧食堂を個室化したことで感染症対策の個室とする。 

⑮ 令和 4年度より 6 階男女更衣室を感染症対策の個室とする。 

⑯ 令和 6年度より分園型小規模グループケアの面会室を感染症対策の個室とする。 

 

（３）文化環境について 

① 学習支援委員会活動として児童の学習サポートを行う。 

② 学習の計画が立てられ、学習の習慣が身につくように指導する。 

③ 宿題ができ、忘れ物がないように習慣づける。 

④ 個別に学用品を準備し、「自分のもの」という所有感を育て、物を大切にする習慣や自他

の物の区別がつくように指導する。 

⑤ 学習塾の活用については中学生の能力・意思及び意欲に応じて検討・実施する。 

 

2６ 自治活動等について   

・自治会（自立支援プログラム） 対象；中学生以上、適宜状況により実施 

                   小 学 生、適宜状況により実施   

① 日課やルール、行事、生活当番の決定、グループ活動等について自由に話し合える場と

する。 

② 子どもたちが主体となって話し合いが進むように支援する。 

③ みんなの前で自分の意見が言えるように支援する。 

④ 職員会議で話し合った結果を発表する。 

⑤ 希望に答えられなかった場合は、その理由を説明し理解を求める。 

⑥ 自治会で児童からの質問や意見があった際には内容を管理職を含め職員間で共有して再

度、自治会もしくは個人へ返答すること。 

 

2７ 誕生会（自立支援プログラム）について 

 目  的：一人ひとりが自分の存在を認識し、生まれてきたことを大切にする。 

 対  象：子ども全員 

実施方法： 毎月第１金曜日の夕食を誕生会メニューとする。 

（誕生月の子どもの意見を取り入れメニューを決める。） 

・お誕生日の当日、夕食前に誕生日者を発表。対象児童にはケ－キ１個を用意し、みんなで

お祝いをして自分の存在感を実感させる。また、誕生日カード（お祝いの言葉を書く）を

渡す。（R6 年度より幼児は誕生日会にホールケーキを準備し、みんなでお祝いする） 

・成長の記録として写真を撮影して記録として残す。 

・該当児童の希望に応じて、お誕生日またはその前後の日に職員と１対１での外出を計画・

実施する。（パートにより実施） 

 

2８ 性教育の実践 

2023 年度より性教育委員会において内容を見直し性別、年齢に応じた性教育を実施する。 

 

2９ 松柏学園の本体施設・分園型小規模グループケアの取り組みについて 

本体施設名称：児童養護施設 松柏学園  

住所：大阪府吹田市江坂町４丁目２０番１号 

本体定員：23 名   対象児童：幼児男女・小学生男女 中高生男子 

① 令和２年度より入所定員を定員４３名（暫定３８名）から定員３５名へ減員。その目的

は各居室の入居数を居室スペースに合わせて減少することでプライバシーに配慮した空間を

確保するためである。また、その時々に合わせた児童の課題や入所児童情報シート（アセス
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メントシート）に基づいて個別での時間を利用した振り返り等をしっかり行うこととする。 

② 令和３年度より各パートにおいて育成指針、入所児童情報シート（アセスメントシート）

に基づいて自パート内を最優先に立て直し自パート児童をしっかりと把握することとする。 

各パートで決まったこと等は他職員、他パートへ報告し連携して取り組むこととする。 

④  本体施設の児童を少人数化と個室化(分園型小規模グループケアの新設)することで短 

期入所事業の充実を目指す。 

 

分園型小規模Ｇケア 

名称：社会福祉法人 松柏学園「七彩～NaNairo～」 

住所：大阪府吹田市江坂町４丁目３２番１号榎坂病院家族寮１０４ 

小規模定員：６名   対象児童：小学生女子 

名称：社会福祉法人 松柏学園「いちご」 

住所：大阪府吹田市江坂町４丁目３２番１号榎坂病院家族寮１０１ 

小規模定員：６名   対象児童：中高生女子 

⑤  平成３０年度より中高生を中心とする「社会化」を目的とした分園型小規模グループ 

ケアを開設したが、多様な背景を有し様々な問題行動を持つ子どもたちの対応をはかってい

くことに困難が生じている。現段階では本体施設があるため、子どもの状態を見極めること

で落ち着いた子どものみを小規模施設へと生活の場所を決めることが出来ている。しかし、

全体がユニット化もしくは小規模化することで多様化する子どもの生活場面の切り替えがで

きないため「一律に小規模化･地域分散化」、という方向だけでは課題も大きく、限界がある

と言わざるを得ない。令和 6 年度は「なないろ」に小学生 2名と新規入所予定４名と新規開

設する「いちご」には高校生 2名、中学生 1名と新規入所予定３名が自立や受験に備えなが

ら、自らの課題と家族関係の整理を同時に進めていかなければならない。各小規模職員のみ

ならず本体施設よりバックアップを行い情報の共有及びチームケアを取り入れていく。 

 

3０ 事業内容の充実に向けた取り組み 

① 近年子どもたちの抱える課題の複雑化や多様化に対して児童養護施設の現状を示すべく

法人のみならず児童施設部会を巻き込んで児童の入所中の細かなデータやアフターケアに関

わる情報の収集にあたる。 

② 心理療法を必要とする児童の増加に鑑み、心理療法を充実させ、児童の安心感・安全化

の再形成及び人間関係の修正等を図り、もって児童の自立を支援する。 

③ ２９年度よりシステムを取り入れたことにより事務作業の効率化が明確になったため、

児童との関係づくりに時間を有効に使うように工夫をする。 

④ 令和 4年（２０２２年度）は前年度に受診した第三者評価の結果を振り返り各パートご

との自己評価と運営会議において業務の見直しや自己の振り返りを行う。 

 

3１ 基本姿勢  

(１）人権の尊重 (２）福祉サービスの質の向上 (３）社会的ルールの遵守(コンプライアンス)

の徹底 (４）説明責任(アカウンタビリティ)の徹底 (５）人材育成、適切な人事・労務管理の

実践 (６）財政基盤の安定化 (７）適正な事業活動の維持と確保、不正行為の防止、健全な組

織運営  

 

3２  ① 子どもの権利擁護 

社会的養護における児童養護施設や乳児院において、子ども自身やその保護者に施設を選択

させることは困難であり不適当であることも少なくない中、措置制度が維持されている。そ

してその措置制度においては、その意味、意義からも、子どもの「権利擁護」が最大限重視

されなければならない。 

施設における支援においては、子どもが心身ともに健康に発達し、自己実現を果たしていけ

るようになるために、「特定の大人との間に愛着関係の形成ができる環境の保障」が必要であ

る。そして、すべての子どもはこのことについて要求する権利を持つ。しかし子どもら自身

がそれを訴える能力やすべを持たない。それゆえ、こうした環境の保障について職員は最大
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限の努力を払う必要がある。 

松柏学園では子どもの権利を保障するために毎月第三土曜日に第三者委員（保護司）による

児童との面会場面を設定している。希望する子ども達はその場で話を行い意見や苦情を挙げ

ることでできる。 

第三者委員より子ども達との交流場面での様子や話した内容を担当者が聴き取り、管理者へ

報告をする。職員間で内容を共有し自治会や個別での話し合いの中で適宜返答している。 

また、各パート会議内において年３回の「人権擁護委員会」を設けることで日常的な職員の

対応や児童への支援が施設内虐待に該当していないかを話し合うことで子どもの権利が守ら

れるため体制を整えたい。 

しかし、子どもら自身がそれを訴える能力や何を言っても変わらないと諦めているため職員

は最大限の努力を払い解決に向けての対策が必要である。 

 

②「意見箱の設置」 

意見箱を設置しており、子どもが職員やその他苦情の対象者等に、不適切に制限を受けるこ

となく苦情を挙げることができる。また、当該の子どもに直接支援を行わない園長・総主任

が苦情受付者となるように配置しており、子どもの安心・安全を確保する中、解決を図るこ

とができる仕組みを整えている。 

＊意見があった場合の対応  「児童からの相談・意見があった時の流れ」参照 

 

3３ 職員連携 

① 職員態勢の充実、効率化、連携密度の強化に努める。  

② 分園型小規模グループケアを開始したことにより、相互連携の強化が図られるにとどま

らず「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」とした社会的養護の理

念の反映に繋がることが期待される。  

 

3４  法人施設内連携  

① より良い福祉サービスが提供できるよう各部調整会議を更に充実させて事業所間の連携

を深める。  

② 情報の共有だけでなく、共通目的の事業や行事などは、法人が調整機能を果たして取組む。  

③ 法人研修を実施して職員の資質全体を高める。  

④ 各部署が閉鎖的にならず、中堅、役付職員が互いに切磋琢磨して児童やゲストの為により

望ましい施設運営を目指します。  

 


